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１ 建設業の労働災害発生状況

業務別労働災害発生状況

令和７年１月１日～令和７年１２月３１日（確定値）

業種
割合
（％）

対前年令和6年確定値令和7年確定値区分

業種別
増減率
（％）

増減数合計休業死亡合計休業死亡

100.0-16.1-3119319211621602全産業計浦
河
労
働
基
準
監
督
署

3.8-33.3-399642製造業

5.8-18.2-2111199建設業

0.6-80.0-45511林業

100.0-9.9-854 8,6338,585487,7797,73049全産業計
北
海
道
労
働
局

14.3-1.1-121,1211,11471,1091,1036製造業

10.2-6.6-568528341879678115建設業

0.9-12.7-107975469645林業

労働者死傷病報告（休業４日以上）による 2
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１ 建設業の労働災害発生状況

業務別労働災害発生状況

令和８年１月１日～令和８年５月31日（速報値）

業種
割合
（％）

対前年令和７年令和８年区分

業種別
増減率
（％）

増減数合計休業死亡合計休業死亡

100.039.2205150１71701全産業計浦
河
労
働
基
準
監
督
署

4.250.01２１１33製造業

8.5100.0333651建設業

1.4111林業

100.0-6.1-1632,6702,644262,5072,49215全産業計
北
海
道
労
働
局

14.81.6636536323713692製造業

9.5-5.2-1325124382382335建設業

0.8-42.4-14332851919林業

労働者死傷病報告（休業４日以上）による 3
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１ 建設業の労働災害発生状況

墜落・転落,

237, 

30%

転倒, 

121, 

15%
はさまれ・

巻き込まれ, 

92, 

12%

切れ・こすれ,

61,

8%

飛来・落下, 

58, 

7%

その他, 

227, 

28%

令和７年に北海道内で発生した建設業

での労働災害796件の事故の型内訳

4

仮設物、

建築物、

構築物等, 

106, 

45%
用具, 

71,

30%

動力運搬機, 

29,

12%

その他,

31,

13%

令和７年に北海道内で発生した建設業での

墜落災害237件起因物内訳

 ３割が墜落・転落による災害である。
墜落・転落災害のうち約4割が「仮設物、建築物、構築物等」からの墜落・転落で

ある。
 ３割が「用具」（主としてはしご・脚立等）からの墜落・転落
動力運搬機による事故は主にトラックからの墜落・転落
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総計６０歳未満６０歳以上

９５４死傷者数

100.0%55.6%44.4%割合

令和７年 建設業の死傷災害（高年齢労働者）
※ 浦河労働基準監督署管内について

高年齢労働者が被災する割合が高い

高年齢労働者への配慮が必要
5

１ 建設業の労働災害発生状況
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２ 第１４次労働災害防止計画

 計画期間

2023（令和５）年度から2027（令和９）年度までの５か年計画

 計画のねらい（北海道労働局版）

 労働者等の関係者が安全衛生対策について自分の責任を
認識したうえで取り組むこと。

 安全衛生に取り組む事業者が社会的に評価される環境を
作り出すこと。

計画の目標（北海道労働局版）

 死亡災害を10％以上減少させる。

 死傷災害を減少に転じさせる。

※ どちらも2022（令和４）年との比較
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２ 第１４次労働災害防止計画

 計画の目標（北海道労働局版・建設業について）

 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組
む建設業の事業場の割合を2027年までに85％（総合建設業
については90％）以上とする。

 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（令和 2 年 3 月 16 日付け基安発 0316 第 1 号。以下「エイ
ジフレンドリーガイドライン」という。）に基づく高年齢労働者の
安全衛生確保の取組（安全衛生管理体制の確立、職場環境
の改善等）を実施する事業場の割合を 2027 年までに 50％
以上とする。
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２ 第１４次労働災害防止計画
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
墜落制止用器具の適切な使用

9
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
足場の点検、一側足場の使用範囲の明確化
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
悪天候時に規制のある作業及び悪天候時・天災等に点検等が必要な作業（抜粋）

大
雪

大
雨

強
風

悪天候時に規制のある作業

●●●型枠支保工の組立て等の作業の禁止（則245）

●●●造林等の作業の禁止（則483）

●●●鉄骨の組立て等の作業の中止（則517の３）

●●●鋼橋架設等の作業の中止（則517の７）

●●●木造建築物の組立て等の作業の中止（則517の11）

●●●
コンクリート造の工作物の解体等の作業の中止
（則517の15）

●●●コンクリート橋架設等の作業の中止（則517の21）

●●●高さ２ｍ以上の箇所での作業の禁止（則522）

●●●足場の組立て等の作業の中止（則564）

●●●作業構台の組立て等の作業の中止（則575の７）

●クレーン作業の中止（ク則31の２）

●●●クレーンの組立て等の作業の禁止（ク則33）

●移動式クレーンの作業の中止（ク則74の３）

－－－
土石流の急迫した危険があるときの退避
（則575の13）

中
震
以
上
の
地
震

暴
風

大
雪

大
雨

強
風

悪天候時・天災等に点検等が必要な作業

●●明かり掘削における地山の点検（則358）

●●土止め支保工の点検（則373）

●●●●足場の点検（則567）

●●●●作業構台の点検（則575の8）

●
クレーンの逸走防止、ジブの損壊防止
（ク則31，31の３）

●●屋外のクレーンの点検（ク則37）

●移動式クレーンの転倒防止（ク則74の４）

1 「強風」とは、10分間の平均風速が毎秒10m以上の風を、「大雨」と
は一回の降雨量が50mm以上の降雨を、「大雪」とは一回の降雪量が
25cm以上の降雪をいうこと。
2 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実
際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、
大雪等の気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが
予想される場合を含む趣旨であること。
3 「暴風」とは、瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風をいうこと。
4 「中震以上の地震」とは、震度階級四以上の地震をいうものである
こと。

「則」とは、労働安全衛生規則、「ク則」とは、クレーン等安全規
則をいうこと。 11
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
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３ 建設業の安全衛生対策の推進
高年齢労働者等の労働災害の防止

13
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労働者が労働災害等により
死亡し、又は休業したときは、
遅滞なく、所轄労働基準監督
署長に報告してください。
【労働安全衛生規則第97条】

４ その他参考事項
労働安全衛生法等の改正
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令和10年５月までに全ての事業場に対して
ストレスチェックの実施が義務付けられます。
メンタルヘルス対策の推進をお願いします。

４ その他参考事項
労働安全衛生法等の改正
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

16

規制の概要資
料：「石綿則の
改正概要資
料」より引用
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

17
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

18

事前調査について
 原則※１として全ての建築物、工作物の解体等（改修含む）が対象となる。

※１以下の作業については事前調査の必要なし。

（ア）除去を行う材料が、明らかに石綿の含めれていない物（木材・金属・ガラス等）で容易に取り外しが

可能である等、周囲の材料を損傷させるおそれのない作業、

（イ）石綿の飛散する可能性がほとんどない軽微な作業

（ウ）既存の材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

（エ）国土交通省や経済産業省、農林水産省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用され

ていないと確認されたもの。

 事前調査※２は有資格者が行う必要がある。
※２ ・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る）
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

19

事前調査について
 石綿の有無の事前調査は、全ての材料について設計図書等※１の文書を

確認した上で、当該文書のとおりであるかを現地で目視※２により確認する。

⇒上記方法で石綿の有無が把握できなかった場合には、分析調査若しくは

石綿が含まれているとみなして安衛法に基づく措置を講じる。
※１ ・設計図書等による、解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した日、使用されている建

築材料の種類を確認。

・使用されている建築材料のうち石綿が使用されている可能性があるものについて、石綿（アスベス

ト）含有建材データベース等を使用して石綿の含有の有無を確認。

※２ ・設計図書と異なる点がないか、現地で建築材料に印字されている製品名や製品番号等を網羅的

に確認し、特定建築材料に該当する可能性のある建築材料を特定する。

・書面調査及び目視調査で石綿含有の有無が把握できず、分析調査を行う場合、当該建材を採取。

 一定規模以上の工事※３については事前調査の結果を報告する必要があ
ります。

※３ ・建築物の解体工事（当該工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上であるもの）

・建築物の改修工事（当該工事の請負代金の額が100万円以上であるもの）
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策

20



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策【発注者が実施するべき事項】

21

施工業者への配慮義務
 解体・改修工事を行う建築物等の石綿の使用状況等（設計図書など）を施

工業者に通知するよう努めること。

⇒石綿等の使用状況等に係る情報を有している場合に限る。

 解体・改修工事を行う建築物等に石綿が使われていることが明らかとなっ
た場合に、石綿除去等の工事に必要な費用（契約金額）、工期、作業の方法
などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配
慮すること。

⇒発注者が契約金額等の変更をしなかった結果、施工業者が必要な石綿ばく
露防止対策が講じられなかった事例

 建築物等の解体・改修を行う事業者に発注する場合、石綿の含有の有無
の事前調査費用が計上されていることを確認すること。

・書面調査 ・現地調査 ・裏面確認調査 ・分析調査
・総合調査報告書 ・諸経費（交通費他） ｅｔｃ．
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策【発注者が実施するべき事項】

22

適正な工事業者を選定するためのチェックポイント【参考】
 仮見積の段階で、石綿調査費用が計上されているか。
 石綿の調査を行う資格（建築物石綿含有建材調査者など）

を有しているか。（※令和５年１０月１日以降）
 本見積（石綿調査結果後）の段階で、石綿事前調査結果報

告書を提出したか。
 石綿含有吹付材（レベル１）、保温材等（レベル2）がある場

合、労働基準監督署に計画届、自治体に特定粉じん排出作
業届を提出したか（工事開始14日以上前に提出が必要。）。

 解体・改修工事中、石綿飛散防止措置が適切にとられたこ
とを示す作業の実施状況の記録（写真を含む）を残していた
か（※施工業者による石綿含有の有無の事前調査や作業の
実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真
の撮影を許可する等の配慮を行うこと）。
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４ その他参考事項
石綿健康障害予防対策
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４ その他参考事項
熱中症防止対策の強化について

24
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４ その他参考事項
安全衛生経費の確保について

25
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御清聴ありがとうございました。

今年（度）も御安全に！！

今回の説明内容も含め、御質問・不明点等があれば

浦河労働基準監督署 監督・安衛課

（ＴＥＬ 0146－22－2113） までお問い合わせください。


